
愛 媛 県 報
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告 示

�愛媛県告示第６７１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

くすりのレデイ問屋町店・
ペットＳＴＥＰ松山問屋
町店

松山市問屋町１６３番
地１２ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社西南企画
代表取締役
� 正道
高知食糧株式会社
代表取締役社長
山� 大輔

株式会社西南企画
代表取締役
豊田 洋介
高知食糧株式会社
代表取締役社長
山� 大輔

令和５年
３月１日

令和５年
５月２３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…６３０

○ 県営土地改良事業の事業変更計画書の縦覧…………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…６３１

○ 保安林の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…６３１

○ 保安林の指定の解除……………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３１

○ 建設業者の営業の停止命令……………………………………………………………………………………………………………………………（土木管理課）…６３２

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…６３２

○ 公共測量の実施の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…６３２

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）…６３３

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３３

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６３３

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要（２件）…………………………………………（東予地方局環境保全課）…６３３

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等の変更の許可申請の概要…………………………………………（ 〃 ）…６３９

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…６４０

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局地域福祉課）…６４１

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６４１

毎週（火・金）曜日発行 第４１４号 令和５年６月６日

令和５年６月６日火曜日 第４１４号
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�愛媛県告示第６７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１６項の規定により、

宇和島市吉田地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同

条第１８項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のと

おり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・玉津地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

令和５年６月７日から７月４日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所吉田支所

�������
�愛媛県告示第６７４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市菊間町西山４２０の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６７５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町深浦１８４（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び愛南町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第６７２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

スーパーＡＢＣ石井店 松山市北土居三丁目
８番１１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社西南企画
代表取締役
� 正道

株式会社西南企画
代表取締役
豊田 洋介

令和５年
３月１日

令和５年
５月２３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第６７７号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局及び市役所におい

て縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

東蓮寺谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱２２号までを順次

結んだ線及び標柱２２号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 吉田町河内 東蓮寺谷 甲３２４番 １号

甲３２１番２ ２号

甲３２２番１ ３号

乙３３番１ ４号

乙３４番１ ５号

タイラ 甲８４４番１ ６号

東蓮寺谷 乙４２番１ ７号

甲３７７番 ８号

甲３９３番 ９号

甲４１４番 １０号、１１号

甲３９８番 １２号、１３号

甲１９４番２ １４号、１５号

甲２００番 １６号

甲３７２番２ １７号

甲３６４番 １８号、１９号

甲３５３番 ２０号、２１号

甲３３７番 ２２号

東蓮寺谷Ａ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号までを順次

結んだ線及び標柱１１号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 吉田町河内 東蓮寺谷 甲１７４番２ １号

甲３９９番 ２号

甲４１１番１ ３号

甲４１０番 ４号

甲４０５番１ ５号、６号

甲４０３番 ７号

甲３９７番 ８号

ミカト 甲１６４番 ９号、１０号

甲１７４番１ １１号

�������
�愛媛県告示第６７８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

�愛媛県告示第６７６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

停止を命じた
営 業 の 範 囲

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（特－２）
第１１８１号

令和２年
９月１０日

岩城建設
株式会社

松浦 尚 越智郡上島町岩城
３８０３

令和５年
５月２６日

土木工事業及び
鋼構造物工事業の
営業のうち、公共
工事に係るもの
注 「公共工事」
とは、国、地方
公共団体、法人
税法（昭和４０年
法律第３４号）別
表第１に掲げる
公共法人（地方
公共団体を除
く。）又は建設
業法施行規則
（昭和２４年建設
省令第１４号）第
１８条に規定する
法人が発注者で
ある建設工事を
いう。

令和５年６月２
日から令和６年
６月１日まで
（３６６日間）

岩城建設株式会社の前代表
取締役は、上島町が令和２年
８月２７日に入札を執行した
「長江港浮桟橋改修工事」に
関し、また、同社の前取締役
は、同町が令和３年５月２６日
に入札を執行した「長江港浮
桟橋塗装除去工事」に関し、
それぞれ当時の町職員から秘
密事項である予定価格やそれ
と同額である工事価格などの
教示を受けて、同社にそれら
の工事を落札させ、もって偽
計を用いて、公の入札で契約
を締結するためのものの公正
を害すべき行為をしたとして、
公契約関係競売入札妨害の罪
により、懲役１年（執行猶予
３年）の判決を受け、その刑
が確定した。
このことは、建設業法第２８

条第１項第３号に該当する。

（特－４）
第２０２３号

令和４年
１０月２３日

五島建設
株式会社

向井ます子 越智郡上島町岩城
１３５１

令和５年
５月２６日

土木工事業の営
業のうち、公共工
事に係るもの
注 「公共工事」
とは、国、地方
公共団体、法人
税法（昭和４０年
法律第３４号）別
表第１に掲げる
公共法人（地方
公共団体を除
く。）又は建設
業法施行規則
（昭和２４年建設
省令第１４号）第
１８条に規定する
法人が発注者で
ある建設工事を
いう。

令和５年６月２
日から令和６年
６月１日まで
（３６６日間）

五島建設株式会社の前代表
取締役は、上島町が令和２年
８月２７日に入札を執行した
「令和２年度岩城地区増殖礁
設置工事」に関し、当時の町
職員から秘密事項である予定
価格の教示を受けて、同社に
工事を落札させ、もって偽計
を用いて、公の入札で契約を
締結するためのものの公正を
害すべき行為をしたとして、
公契約関係競売入札妨害の罪
により、懲役１年（執行猶予
３年）の判決を受け、その刑
が確定した。
このことは、建設業法第２８

条第１項第３号に該当する。
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１４条第１項の規定に基づき、四国技術事務所長から次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

令和５年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路３次元データ計測）

２ 作業期間 令和５年７月１日から

令和６年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県の一部

�������
�愛媛県告示第６８２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本エイアンドエル株式会社

�愛媛県告示第６７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年６月６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第６８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和５年６月６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第６８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和５年６月６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ゆずの会 訪問看護ステーション 葵 愛媛県新居浜市坂井町一丁目９番１０号 令和５年４月１日 訪問看護

社会福祉法人新生福祉会 楽生苑まんまる訪問介護事業所 愛媛県今治市大三島町宮浦５７１４番地１５
－２ 令和５年４月１日 訪問看護

くろしお医療福祉株式会社 ヘルパーステーション さくら 愛媛県四国中央市金生町下分９９５番地
１ 令和５年４月１日 訪問介護

株式会社レインボーフラワー 訪問看護ステーション 太陽と月 愛媛県西条市壬生川６５０番地１ 令和５年４月３日 訪問看護

株式会社希望 デイサービス愛顔 新居浜 愛媛県新居浜市東田１丁目甲１２４４番地
１ 令和５年４月１５日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ゆずの会 訪問看護ステーション 葵 愛媛県新居浜市坂井町一丁目９番１０号 令和５年４月１日 介護予防訪問看護

株式会社レインボーフラワー 訪問看護ステーション 太陽と月 愛媛県西条市壬生川６５０番地１ 令和５年４月３日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社いまじん あおぞらヘルパーステーション 愛媛県新居浜市泉池町７－１２－２０１ 令和５年４月１日 訪問介護

合同会社 安用 もも 愛媛県西条市石延１０８番地１ 令和５年４月１日 訪問介護
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大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 阪本 聡司

２ 事業場の名称及び所在地

日本エイアンドエル株式会社愛媛工場

新居浜市菊本町二丁目１０番２号

３ 特定施設に関する事項

� ＬＧ－９１０Ａ／Ｂ

� ＬＧ－１９００Ｃ／Ｄ

� ＦＧ－２１０２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３４号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４～１０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後、ただちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後、ただちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後、ただちに

特定施設の使用時間間隔 間欠運転

特定施設の１日当たりの使用
時間 ～１２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５，０００

最大 ３０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ６

備考 ろ過施設はＬＧ－９１０Ａ及びＬＧ－９１０Ｂの２基により構成されている。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３４号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４～１０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後、ただちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後、ただちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後、ただちに

特定施設の使用時間間隔 間欠運転

特定施設の１日当たりの使用
時間 ～１２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５，０００

最大 ３０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ６

備考 ろ過施設はＬＧ－１９００Ｃ及びＬＧ－１９００Ｄの２基により構成されてい
る。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３４号 ロ 脱水施設及び
政令別表第１第３４号 ハ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 脱水量１日当たり３７０～４８６立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後、ただちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後、ただちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後、ただちに

特定施設の使用時間間隔 ～２４時間連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 最大２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８３９

最大 １，３５６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７０

最大 ４８６



愛 媛 県 報令和５年６月６日 第４１４号

６３５

� ＲＸ－１００１Ｄ／１００２Ｄ，ＲＥ－１００１Ｄ／１００２Ｄ／１００３Ｄ

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �２ＣＡＳ、�３ＣＡＳ

� フロコア塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３４号 ニ ラテツクス濃
縮施設

特 定 施 設 の 能 力 ラテックス１日当たり６０立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後、ただちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後、ただちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後、ただちに

特定施設の使用時間間隔 ～２４時間連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 最大２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９９５

最大 １，４９３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６７

最大 ９６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６

最大 ５２．５

備考 ラテツクス濃縮施設は、多管式熱交換器３基とスチームエジェクター
２基より構成されている。

設 置 年 月 日 �２ 平成２１年３月１日
�３ 昭和５１年１月１０日

処理施設の種類及び型式 加圧浮上分離装置

処 理 施 設 の 構 造 浮上分離式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

�２ＣＡＳ
縦２１，５８０ミリメートル
横８，０００ミリメートル
高さ４，５００ミリメートル

�３ＣＡＳ
縦１３，３４０ミリメートル
横４，６５０ミリメートル
高さ２，５００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力
�２ＣＡＳ
１日当たり３，６００立方メートル処理

�３ＣＡＳ
１日当たり２，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 化学処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０

最大 １０．０

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９４２

最大 １，５２９

通常 ３２８

最大 ５３３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，４２３

最大 ３，５３３

通常 １１９

最大 １４９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０５

最大 １６３

通常 １０５

最大 １６３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，５８４

最大 ３，９０１

通常 ２，５８４

最大 ３，９０１

設 置 年 月 日 昭和４８年１２月１５日

処理施設の種類及び型式 散水濾床装置

処 理 施 設 の 構 造 タワー式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６，０００ミリメートル
横９，０００ミリメートル
高さ１３，０００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 生物処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８８

最大 ３０１

通常 ６０

最大 ８５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４

最大 １３９

通常 ５０

最大 ８９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６９

最大 １０７

通常 ４８

最大 ７５
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� 曝気槽

� ＲＶ－０２１Ｂ

� ＲＶ－１０２１Ｂ

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，３１６

最大 ５，０６６

通常 ３，３１６

最大 ５，０６６

設 置 年 月 日 昭和５１年２月１０日

処理施設の種類及び型式 排水曝気槽

処 理 施 設 の 構 造 空気曝気式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１６，０００ミリメートル
横１５，０００ミリメートル
高さ３，５００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 化学処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２６２

最大 ４１８

通常 １８８

最大 ３０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４

最大 １３９

通常 ８４

最大 １３９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２

最大 １２６

通常 ６９

最大 １０７

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，２９３

最大 ５，０３９

通常 ３，２９３

最大 ５，０３９

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９９５

最大 １，４９３

通常 ２９９

最大 ４４８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ３０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ３１

通常 ２０

最大 ２８

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３１５

最大 ４７２

通常 ３１５

最大 ４７２

設 置 年 月 日 昭和５５年４月１６日

処理施設の種類及び型式 不純物分離装置

処 理 施 設 の 構 造 油水分離式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦３，５００ミリメートル
横１，５００ミリメートル
高さ１，１００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５５０立方メートル処理

設 置 年 月 日 昭和６２年７月３０日

処理施設の種類及び型式 不純物分離装置

処 理 施 設 の 構 造 油水分離式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦４，５００ミリメートル
横２，０００ミリメートル
高さ１，３００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９９５

最大 １，４９３

通常 ２９９

最大 ４４８
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� ＧＸ－４１０

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �２排水口

� �３排水口

�������
�愛媛県告示第６８３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本ケッチェン株式会社

東京都港区芝浦１丁目２番１号

代表取締役社長 秋山 美高

２ 事業場の名称及び所在地

日本ケッチェン株式会社新居浜事業所

新居浜市磯浦町１７番４号

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ３０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ３１

通常 ２０

最大 ２８

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２

最大 １０５

通常 ７２

最大 １０５

設 置 年 月 日 平成１７年１１月１１日

処理施設の種類及び型式 ＳＨＸ－６００×４５００Ｌ型

処 理 施 設 の 構 造 スクリュープレス脱水機

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦６，５４０ミリメートル
横１，８７０ミリメートル
高さ２，１２０ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１１０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ８．５

通常 ７．０

最大 ８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３２８

最大 ５３３

通常 ３９４

最大 ６４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１９

最大 １４９

通常 １４３

最大 １７９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０５

最大 １６３

通常 １２６

最大 １９６

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

通常 ２

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０．０
（固形分５パーセン
ト）
最大 １１０．０
（固形分５パーセン
ト）

通常 ８１．８

最大 ９７．８

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４２

最大 ６５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ８９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３

最大 ５１

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，７７８

最大 ７，３２６

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０以下

最大 １０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２０

最大 ３６０

備考 �１排水口は雨水用排水口ある。
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３ 特定施設に関する事項

� 西工場スクラバーテスト機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＳＳ回収設備

� スクラバー排水中和槽

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４０ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後ただちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後ただちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後ただちに

特定施設の使用時間間隔 １日／テスト毎
テスト２回予定

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３．０～８．０

最大 ２．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５３

最大 ７８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１

最大 ６８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 ３３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ２０

設 置 年 月 日 平成９年１０月３１日

処理施設の種類及び型式 シックナー（単室型、中心支持中心駆動
型）

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
�１ＳＳ
直径 ４メートル 高さ ２メートル

�２ＳＳ
直径 ５メートル 高さ ２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ＳＳ沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～１２．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 １３

通常 ２

最大 １３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５９

最大 ２６４

通常 ５２

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 １５９

通常 ０

最大 １５９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，４１５

最大 １，７９０

通常 １，４１５

最大 １，７９０

設 置 年 月 日 平成１９年１０月３１日

処理施設の種類及び型式 中和設備

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製及び内面ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６．２メートル 横２．８メートル
高さ３．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 混合調整、ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～８．０

最大 ２．０～９．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５５

最大 １０５

通常 ５５

最大 １０５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１

最大 ６２

通常 ３１

最大 ６２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ５３

通常 １６

最大 ５３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下
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� 処理槽

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �２排水口

�������
�愛媛県告示第６８４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第４項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年６月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本ケッチェン株式会社

東京都港区芝浦１丁目２番１号

代表取締役社長 秋山 美高

２ 事業場の名称及び所在地

日本ケッチェン株式会社新居浜事業所

新居浜市磯浦町１７番４号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７

号イ、ヌ、ル

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態（排水系統別の汚染状

態を含む）及び排出水の量（排水系統別の量を含む）

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＳＳ回収設備

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，３４５

最大 １，５７５

通常 １，３４５

最大 １，５７５

設 置 年 月 日 平成２８年１月１５日

処理施設の種類及び型式 水平流式、酸化処理

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径３．２メートル 高さ ８メートル
直径３．２メートル 高さ７．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 混合調整、ｐＨ調整、ＣＯＤ酸化、ＳＳ
沈殿、Ｎ除去、ＣＮ除去

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２８

最大 ５６

通常 １２

最大 １７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２

最大 ６２

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １１０

通常 ８

最大 ３３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 １６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２

最大 ３２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２０

最大 １４５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．１

最大 １７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７．４

最大 ３２．９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７３０

最大 ３，３３５
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� スクラバー排水中和槽

備考 �１排水口のみへ排水していたが、�１及び�２排水口へ排水する。

� 処理槽

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�２排水口

�愛媛県告示第６８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年６月６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
６．０～８．０
最大

５．０～１２．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６

通常
６．０～８．０
最大

５．０～１２．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
２
最大
３

通常
２
最大
３

通常
２
最大
１３

通常
２
最大
１３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１５９
最大
２６４

通常
５２
最大
６０

通常
１５９
最大
２６４

通常
５２
最大
６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０
最大
１６７

通常
０
最大
１６７

通常
０
最大
１５９

通常
０
最大
１５９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１以下
最大
１以下

通常
１以下
最大
１以下

通常
１以下
最大
１以下

通常
１以下
最大
１以下

備考 �１排水口のみへ排水していたが、�１及び�２排水口へ排水する。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
６．０～８．０
最大

５．０～９．０

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６

通常
６．０～８．０
最大

５．０～９．０

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
２８
最大
５１

通常
１２
最大
１７

通常
２８
最大
５６

通常
１２
最大
１７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４２
最大
６２

通常
４０
最大
６０

通常
４２
最大
６２

通常
４０
最大
６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８
最大
１１４

通常
８
最大
３３

通常
８
最大
１１０

通常
８
最大
３３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１以下
最大
１以下

通常
１以下
最大
１以下

通常
１以下
最大
１以下

通常
１以下
最大
１以下

備考 �１排水口のみへ排水していたが、�１及び�２排水口へ排水する。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ５．６

通常 ６．４

最大 １６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．８

最大 ３１

通常 ２２

最大 ３２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０

最大 １１５

通常 １２０

最大 １４５

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．１

最大 １７．２

通常 １２．１

最大 １７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７．４

最大 ３２．９

通常 ７．４

最大 ３２．９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５

通常 ２，７３０

最大 ３，３３５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第６号

令和５年５月２９日
伊予市下吾川字柳５５番１、５９番１、５９番２

松山市来住町１０９１番地１

愛媛医療生活協同組合

代表理事 今 村 高 暢
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�愛媛県告示第６８６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年６月６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第６８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年６月６日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第６８８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和５年６月６日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第７号

令和５年５月３０日
伊予市上三谷字下ハザ甲９６２番１、甲９６３番１、甲９６４番２

松山市古川南二丁目１９番２５号

株式会社米匠

代表取締役 土 居 将太郎

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社土居商店 ゆうきりんりん 愛媛県八幡浜市天神通二丁目１５２６番地
１７７ 令和５年４月６日 福祉用具貸与

株式会社土居商店 ゆうきりんりん 愛媛県八幡浜市天神通二丁目１５２６番地
１７７ 令和５年４月６日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社土居商店 ゆうきりんりん 愛媛県八幡浜市天神通二丁目１５２６番地
１７７ 令和５年４月６日 介護予防福祉用具

貸与

株式会社土居商店 ゆうきりんりん 愛媛県八幡浜市天神通二丁目１５２６番地
１７７ 令和５年４月６日 特定介護予防福祉

用具販売

令和５年６月６日 発行


